
 

第 17 章 水・環境改善の取り組み                                       
 

 現在の印旛沼は、印旛沼開発事業によって洪水をなくし生活や産業に必要な水を供給す

る貯水池として、社会にとって不可欠の価値ある湖沼になりました。その一方で、水量・

水質の保全が急務となっています。印旛沼の水は、生活圏と重なった流域と沼との間を循

環しており、湖沼陸域生態系として成り立っています。したがって、印旛沼の水環境の保

全は、印旛沼とその流域の水循環全体を健全に保つことに係っています。 

 印旛沼の水環境の保全に関する取り組みは、昭和 40 年代から水質を保全しようとする取

り組みがはじまり、昭和 59（1984）年、湖沼水質保全特別措置法（略称湖沼法）の制定に

よって本格的になりました。そして、平成 13（2001）年、印旛沼流域水循環健全化会議が

設立され、中長期的な観点から、印旛沼とその流域の健全な水循環全体を考慮した印旛沼

の総合的な水環境の改善策を推進することになり、一層強化されています。 

 これに呼応して、印旛沼流域住民は、水質・自然環境の保全等に関連したボランティア

活動を盛んに行なうようになっています。これら官民の活動と産学が一体となって、地域

全体で印旛沼の水環境保全に適した社会になることが期待されています。 

 まず、水質改善に取り組みはじめた頃からみることにしましょう。 

 

1  印旛沼水質保全計画 

 印旛沼の水質汚濁状況の測定は、昭和 43（1968）年から行われ、水質保全活動はその頃

からはじまっていますが、その後も水質は悪化を続けていました。印旛沼は、湖沼法の制

定にともなって、昭和 60（1985）年に水質保全に関する施策を総合的に講じる必要のある

湖沼として「指定湖沼」に指定され、5 年ごとに水質保全に関する「湖沼水質保全計画」

を策定することになりました。この計画に基づいて、下水道整備など水質汚濁の未然防止、

水質汚濁発生源対策、富栄養化に関する措置等などとともに、自然環境の水質保全機能に

配慮した事業などを行っています。 

 印旛沼水質保全計画は、第 1 期計画として昭和 61（1986）年度から 5 年間の計画を立て、

現在は平成 23（2011）年度から平成 27（2015）年度を計画期間とする第 6 期計画が立てら

れ、印旛沼の水質保全を推進しています。その概要は表 17-1の通り 1)、平成 27（2015）年

度の印旛沼水質目標を COD 年平均値 8.5mg/L として、諸種の対策を行うとしています。 

 印旛沼の水質汚濁対策は、当初、総 COD 汚濁発生量の約 7 割を占めていた生活排水の

対策に重点が置かれ、下水道整備や家庭における雑排水対策を中心に実施して成果を上げ

てきました。しかし生活排水対策が進捗するにつれて、水質汚濁発生源は面源系汚濁が最

も多くなり、その対策として、第 6 期計画では、流出水対策推進計画が盛り込まれ、緑地

保全・自然環境保護が重視されています。  

また、先に述べた印旛沼の水質の現状から、その改善策は沼内の植物プランクトンの異

常発生による二次汚濁の抑制対策を重視する段階に入っています。具体的には窒素・リン

削減対策、湧水の硝酸汚濁対策、沼内の水草などの生物生態系の改善、谷津の保全などが

あげられます。 
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表 17-1 第 6 期印旛沼水質保全計画（平成 23～27 年度）骨子 
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2  印旛沼流域水循環健全化会議（略称 健全化会議） 
(1) 健全化会議に至る経緯 

 印旛沼開発事業の完成によって、治水・利水などの所期の目的は達成されました。しか

し生活排水・工場排水などによる水質汚濁や都市型洪水の増加などの諸問題が生じるよう

になり、これらの諸問題を解決するために、建設省（現国土交通省）では昭和 55 年度（1980）

に「利根川・印旛沼総合開発事業」の予備調査を開始し、平成元（1989）年度から実施計

画調査 2)に着手しました。 

 ここの計画は、千葉県の行っている印旛沼水質保全計画に基づく下水道整備などの流域

対策に呼応して、水質の改善、自然環境保全、治水安定度の向上、利水の確保などの事業

を盛り込んでいます。 

 その具体的な内容は、印旛沼の水質を COD 年平均値 5mg/L にする目標のもとに、流入

河川河口部にウェットランドを造成し、沼内の沿岸植生帯の造成、底泥の浚渫などを行い、

沼内の生物多様性の確保、人と生きものの触れ合う場の確保など、自然環境の保全・創造

を図り、同時に、治水安全度の向上を図る2)、などなどを含んでいます。 

 しかしこの事業は平成 12（2000）年度をもって中止となり、新たな活動が必要となりま

した。それを受けて、平成 13（2001）年度に、学識者、市民団体、土地改良区、漁業協同

組合、水資源機構、それに流域市町村・千葉県・国のすべての印旛沼関係機関が一体とな

って、印旛沼流域水循環健全化会議を設立 3)して、印旛沼の治水、水環境の改善に取り組

むことになりました。 

(2) 健全化会議のあゆみ 

健全化会議は、行政の縦割りを乗り越えて、流域住民を含む印旛沼に関係するすべての団

体等が協働して印旛沼の水・環境保全に取り組む組織であり、これまでとは一味違う画期的

な性格をもっています。そして「恵みの沼をふたたび」をキャッチフレーズに、水循環の視

点に立って、印旛沼方式を行動の原則として計画を進め、沼の再生を目指すものです。 

印旛沼方式とは、次の 5 つを定めています。 

① 水循環の視点、流域の視点で総合的に解決する。 
② 印旛沼の流域特性を活かす。 
③ みためし行動で進める。 
④ 住民と行政が一体となって進める。 
⑤ 行政間の緊密な連携を確保する。 
「みためし行動」とは、「見試し」すなわち経験を積み重ねて試行錯誤を繰り返しながら

確立していく行動のことで、印旛沼が培ってきた「干拓精神」（第 5 章 3 ）と相通じると

ころがあります。 

また、住民と行政が一体となって事業を進めるために、「わいわい会議」を開催していま

す。この会議は、市民団体が実行委員となって住民と行政の意見交換をする場であり、2004

～2009 年の間に 8 か所の地域で開催され、出された意見は健全化会議への提言としてまと

められています。 

また、① ②は、いずれも、これまで述べてきた第 1～16 章のすべてがかかわっています。 

健全化会議は、モニタリングや課題の取り組み方の検討などを行って、平成 16（2004）度

に「印旛沼流域水循環健全化緊急行動計画」3)を策定しました。そして、流域住民と行政
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が意見交換をする「印旛沼わいわい会議」やモデル地区における表 17-2の「みためし行動」

などを行って、課題解決にむけた改善点などを明らかにし、平成 22（2010）1 月に「印旛

沼流域水循環健全化計画」4)を策定しました。 

 

表 17-2 みためし行動の内容4) 

 
 

この計画は、平成 21（2009）年度から 5 年ごとに行動計画を見直しながら、表 17-3に

示す 5 つの目標のもとに平成 42（2030）年度を最終目標年度として実施する長期にわたる

ものです。印旛沼の水質改善目標は COD 年平均 5mg/L としてあり、第 13 章 3 で述べた

過去の印旛沼水質の経緯や利根川・印旛沼総合開発事業の目標値とも符合するものです。 

表 17-3 印旛沼再生目標と評価指標4) 
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(3) 水・環境改善対策の概要 

健全化計画4)における水・環境改善の取り組みは、101 の対策を立て、次の 8 項目の重点

対策群を重点的に進めています。具体的な内容は、WEB サイト「いんば沼情報広場」にあ

りますので、そちらもご覧ください（URL：http://inba-numa.com/）。 

① 雨水の地下浸透 

流域の都市化に伴って、山林や農耕地のような雨水が地下に浸透しやすい地域（第 9

～11 章）は縮小し、湧水の枯渇・都市型洪水の危険性などが危惧されています。そこで、

市街地における各戸ごとの雨水浸透マス設置や透水性舗装、貯留浸透施設の整備を行い

ます。 

② 生活排水対策 

下水道整備はもとより、各戸ごとの高度処理型合併処理浄化槽の導入推進や生活雑排

水対策を行います。 

③ 環境にやさしい農業の推進 

現在の畑作物は野菜栽培が主流であり、多量の窒素肥料を使って窒素の地下水汚濁を

引き起こす恐れがあります（第 16 章参照）。そこで適正量の施肥による環境型農業の普

及に努めます。また水田の循環かんがい施設を整備します。 

④ 湧水と谷津・里山の保全・再生 

谷津・里山は、湧水を涵養し流し出すところであり、貴重な生物生態系をもっていま

す。これの保全・再生に取り組みます。また水田を利用した水質浄化や多自然川づくり

を行ったり、有害な外来生物種の駆除を行ったりします。 

⑤ 水害防止 

印旛沼の溢水や都市型洪水を防いで街や公共交通機関を守るために、沼河川の築堤、

河道整備などを行います。 

⑥ 親水性のある水辺の創造 

印旛沼や河川の水辺に人が親しめる機能を高めるために、親水拠点を整備します。 

⑦ 沼・河川の水草の再生 

水草は水をきれいにする働きがあるので、壊滅状態にある沼の水草を再生させて水質

浄化を図ります。具体的には植生帯の整備・維持管理、水生植物の保全復元、環境に配

慮した水位管理などを行います。 

⑧ 環境学習・流域市民の自主的行動の活発化 

小中学校における環境学習を支援します。また流域市民による自主的な環境保全活動、

例えばゴミ清掃・環境調査などを活発に行えるようにします。これにかかわる NPO 団体

の支援を行います。 

 

(4) 具体的な対策の事例 

健全化計画にみられる水・環境改善対策のうち、3 つの項目について詳しく述べましょう。 

［雨水の地下浸透］ 

流域の都市化に伴って、地面がアスファルトやコンクリートによって被覆されたことに

より、かつての雨水地下浸透能（第 9 章）が損なわれています。そこで、住宅や建物への

雨水浸透マスや雨水貯留浸透施設を設置する対策を行います。雨水浸透マスは、流域全体
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で年間 1.2 万基ずつ増やして最終年次（2030 年）までに 26.4 万基を設置する計画です。 

一例として、佐倉市内の住宅地に囲まれた加賀清水では、周辺の住宅に雨水浸透マスを

設置したところ、湧水量が増加しました。また、最近の住宅団地造成は、計画段階から雨

水浸透マス等の設置を取り入れているところがあります（第 11 章 2 ）。 

また、都市域に残された鎮守の森や公園、残存樹林などは貴重な雨水地下浸透の場です。

出来るだけ自然地を残し、雨水の地下浸透機能を高めておくことが大切です。また、各住

宅では雨水浸透マス設置の他に、駐車場の浸透機能を高める工夫をしたり、家庭菜園や植

木などによって地表面を柔らかく保つこともよいでしょう。 

［環境にやさしい農業の推進］ 

現在の畑作物は、雑穀・イモ類などの粗放作物に代って多量の窒素肥料を必要とする野

菜を中心に栽培されています。ここで作物が吸収する以上の過剰な量の肥料が畑に投入さ

れると作物に吸収されずに土壌中に残ります。これが、地下浸透して窒素による地下水汚

濁が懸念されています（第 16 章参照）。 

千葉県では、化学窒素肥料を作物ごとに定めた標準施肥量の半分以下に減らし、農薬も

減らして栽培した農産物を「ちばエコ農産物」に認定して、安全・安心な農産物を消費者

に供給する取り組みを推進しています。また従来の野菜栽培窒素肥料を減らす栽培技術が

開発され、その普及に努めています（第 16 章 2 ）。化学肥料を減らす環境にやさしい農

業の推進などによって農地からの窒素の流出を抑え、湧水や印旛沼の窒素汚濁を減らすこ

とが期待されます。 

窒素濃度の高い湧水の対策は、水田・湿地などの脱窒作用（第 16 章 2 ）を利用して窒

素濃度を下げることが試みられています。多くの現地調査 5)6) によれば、調査地点によっ

て若干の差はあるものの、窒素濃度の高い水を水田に入れると、かなりの窒素除去が期待

されます。ただし、流入水の窒素濃度が低くなるにつれて窒素の除去効率は低下します。

全窒素 1~2 mg/l  程度以下ではほとんど窒素の浄化は期待できず、逆に水田が汚濁源とな

る可能性があります。また、水田の脱窒作用は、水田に湛水された時期に限られているた

め、冬季の非灌漑期であっても田面を湛水しておかなければなりません。また冬季は、低

温のために脱窒の機能は低下します。 

このように、水田による窒素浄化は、周囲の土地利用や湛水の条件等の違いによって期

待の程度は異なります。野菜畑のような窒素を排出しやすい土地と、水田のような窒素を

除去できる土地の組み合わせが大切であり、土地利用の多様性が求められます6)。 

なお、畑における雨水地下浸透から湧水に至るまでの窒素の動向については、まだ十分

な調査研究が行われていませんが、佐倉市 T 地区の台地野菜畑と近くの谷津湧水の間につ

いて地質ボーリング調査をした事例 7）があります。 

［水草の再生］ 

印旛沼は、かつて 40 種を超える沈水・浮葉・抽水植物などの水草が繁茂し、水草の宝庫

と言われていました。現在は、抽水植物とオニビシなど一部の浮葉植物を除いて殆ど見ら

れません（第 6 章 1 参照）。水草が激減した原因は、流域の都市化にともなう印旛沼の水

質の汚濁と、利水容量確保のために水深を深くして、水位の変動を安定化したために水草

の生育に必要とする十分な光が水中に届かなくなったこと、などがあげられます。 

水草、特に沈水性水草が存在すると、図 17-18)のように、同じ栄養塩類に対して、沈水
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植物なしの状態よりも水がきれいな状態になっ

ています。水草の再生は、印旛沼の水質浄化の

ためにも重要な意味をもっています。沈水植物

のある沼で富栄養化が進むと、沼水の汚れ（濁

度）は沈水植物のある曲線 A に沿って進み、水

がさらに濁ってくると水草は光不足のために生

育できなくなります。この水草生育限界の汚れ

（図の点 b）に達すると水草はなくなり、水の

汚れは急に水草のない曲線 B の点 c まで進み、

さらに富栄養化が進むと沼水の汚れは曲線Bに

沿ってますますひどくなります。 

水の汚れ（濁度）の違い8） 

この状態で窒素リンなどの栄養塩類を減らす対策をとっても、汚れた沼水の回復は曲線

B にそって点 c から点 d に向かい、ここで初めて水草の生育できる条件になります。この

時点で水草が回復すれば、沼水の汚れは水草の浄水作用が加わって曲線 A の点 a まできれ

いになり、さらに栄養塩類削減対策が進めば曲線Aにそって沼水はきれいになるでしょう。 

現在の印旛沼は水草のない状態ですが、沼底に埋土種子があり、沼の水を使った実験で

水深を浅くすれば埋土種子は発芽して生育することが分かっています。水深を浅くするな

どして光の届くようにして、埋土種子の発芽生育に適した条件を人の手で作り出せば、沼

水の富栄養状態が図の点 d まできれいになる前に図の曲線 A にのせて、沼水をきれいにす

ることが可能と考えられます。 

印旛沼では、この原理に基づいて次の方法によって植生帯を整備し、実験的に水草の再

生を図っています。 

［緩傾斜湖岸法］：急に深くなっている岸辺に土砂を入れて図 17-2のように緩傾斜を造

り、埋土種子の発芽状況を調べ、沈水性植物の生育する水深を探ります。 

［囲い込み水位低下法］： 図 17-3のように、岸辺のある範囲を矢板で囲み、その中の水

をポンプで汲み出して水位を低く調節し、沈水植物の再生・生育状況を調べます。 

［高水敷掘削法］：高水敷発芽実験を応用した工法で、高水敷を掘削し、周囲を竹柵で囲

んで隔離水界を創出します。竹柵は、水草の食害者の一つであるアメリカザリガニ侵入防

止を図るため地盤面よりも 30cm 立ち上げます。その結果、10 種の水草の発芽・生育を確

認しました。その他、タナゴ、スジエビ等の動物も確認されています。また、本工法は高

水敷にあるため人の目に触れやすく、隔離水域のため安全管理も行いやすいことから、子

どもたちの環境学習の場としての活用も考えられます。 

これらの植生帯整備工法は、いずれも水深を浅くして沈水植物の必要とする光を水底に

まで到達するようにするものです。 

また、沈水植物が発芽したときにアメリカザリガニなどに若芽が摘まれてしまうなど食

害を受けることがあります。ナガエツルノゲイトウなどの外来種の侵入によって生育がで

きなくなることがあります。水深を浅くし過ぎると、ヨシなどの抽水植物に遷移してしま

い沈水植物が生育しにくくなります。これらの課題をのり越えて、自然の状態に近い水草

図 17-1 沈水植物の有無による



 

再生を目指すことになるでしょう。現在は、これらの課題に対処する方法を検討して、自

然に近い状態で広い面積の水草再生のできる技術を確立しようとしています。 

また、埋設種子の寿命は一般に 40 年程度と言われています。印旛沼では昭和 40 年代か

ら徐々に沈水植物が見られなくなってきて、そこから現在まで約 40 年経っています。今は

水草を再生する最後の時期にきています。このため、印旛沼内での再生と平行して、沈水

植物等の種の系統維持の取り組みを進めています。千葉県立中央博物館の協力を得て、印

旛沼での水草再生の取り組みで発芽した水草を博物館の敷地内で人の手で管理しながら種

を守っています。 

このように、植生帯整備と合わせて流域対策での汚濁負荷削減の取り組み等により、今

後、印旛沼の水質の改善が進み、自然に沈水植物が繁茂できるような状態となれば、系統

維持している種子を印旛沼内にまき、水草再生をより一層進めていくことが期待されてい

ます。 

 

 

図 17-2 緩傾斜湖岸法 概念図 

 

図 17-3 囲い込み水位低下法 概念図 

 

図 17-4 高水敷掘削法 概念図 
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3  水環境改善に向けて住民の取り組み 
印旛沼の水環境は、沼と集水域との関連で成り立ち、中でも集水域に住む人々の行動が

強く影響しています。この意味でも印旛沼の水・環境改善は、住民と行政が一体となった

ハード面・ソフト面を含めたすべてを総合した取り組みにかかっています。近年、水環境・

自然環境に対する住民の関心が高まり、自主的な環境保全活動が、随所で活発に行われる

ようになりました。 

印旛沼環境団体連合会（略称印環連）では、水環境保全活動を行っている個人・団体の

実務者が集まって、活動実態、将来に託す希望・思ひ、それに悩みなどについてざっくば

らんに話し合う懇談会 9）を実施しています。その結果を参考にして、住民活動の現状と課

題についてみることにしましょう。 

 

(1) 住民活動の内容 

具体的な活動内容は、河川・湧水など水環境の調査保全活動はもちろんのこと、谷津や

そこに生息する生きものの保全、環境美化、環境知識の講座・広報など、多岐にわたって

活発に行われています。これが、印旛沼の水環境保全の原動力になっています。 

これらの活動は多くの地域で同様に行われていますが、それぞれの地域特有の思いや悩

みを持っていました。詳しくは、印環連 10 周年記念誌9)をご覧ください。 

(2) 住民活動の現状と課題  

［活動を点から面へ広げる］  印旛沼流域内で行っている水環境保全活動をみると、

殆どが身近にある水環境を改善しようとしています。遠い印旛沼の環境改善を目標にする

と活動の焦点がぼけてしまいます。身近な水環境であれば、活動成果が見えやすく自分自

身に跳ね返ってくるので、活動に希望をもって楽しく明るく長続きするからでしょう。 

実は、このような各地域の活動こそが印旛沼の環境保全の原点です。地域の活動拠点が

増えて面として印旛沼流域に広がれば、印旛沼に流れる川の水は豊かな水量ときれいな水

質が保証され、印旛沼の水環境保全の基礎が出来上がります。印旛沼がきれいになれば、

点として活動している地域の人々は遠い印旛沼から「ありがとう」という大きなご褒美が

もらえることでしょう。 

［活動団体間の交流の場を作る］  各地域で水環境保全活動を行っている個人団体は、

別の団体と交流して良いところを学び 励まし合い喜びを分かち合えれば、活動はさらに改

良活性化して楽しく続けられるでしょう。このような「交流の場」が必要であり、それが

発展し組織化された印旛沼流域全体の「連合会」が必要です。既に「印旛沼環境団体連合

会」ができていて、まさにこの意味で存在価値があります。実際に印環連主催の懇談会9)

では、団体相互の協力・学びあいが行われていました。 

［活動の拠点を作る］  住民活動の継続 活性化のための拠点を要望する声は、すでに

多くのところから出されています。印旛沼とその流域を中心とした広い意味での印旛沼関

連情報を集めて、印旛沼とその流域の現状や住民・行政の動きなどを知り、住民活動、各

種調査研究などに誰でも利用できるような拠点です。さらに水環境関連の集会・講習会・

発表会などのできる拠点です。 

活動拠点つくりは、それを運営する人や資金が必要です。設置場所を含めていろいろの

課題をもっていますが、それをのり越えて設立を実現したいところです。 
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［イベントを楽しむ］  水環境保全活動は、地味であり苦労を伴うので、万人が喜ん

で行えるものではありません。多くの人の賛同を得て活動を力強く継続するためには、そ

れなりの仕掛けが必要です。 

昔から、古村では祭りや講、それに田植後の早苗振りなどの寄り合い行事によって日常

の厳しい生活・重労働をのり越えて村の活性化と存続に役立ってきました（第 10 章）。 

印旛沼周辺では春のチューリップ祭りや秋のコスモス祭りなど様々なイベントを行って、

明るく楽しく元気よく誇りをもって苦労をのり越えて活動の輪を広げようとしています

（第 7 章）。しかし古村の祭りや行事は、そこに集う人全員が同じ目標に向かって楽しむ

のに対して、印旛沼のイベントは、主催者・参集者が必ずしも苦労をともにし、同じ目標

とは限りません。主催者は沼の大切さ・環境の保全を訴えようとし、参集者は楽しみに来

ることが多いようです。 

印旛沼のイベントも、古村のように主催者参集者が共通の目標をもつことが理想の姿で

すが、それまでには時間がかかります。まず主催者も共に楽しむことに心がけ、印旛沼の

恵みを長く続けて享受できるようにするために、住民の一人一人が心がけることを参集者

を含めて再認識するきっかけになれば、イベントの目標に一歩近づくことになると思いま

す。別の文化的イベントと一緒になって開催することも一方法と思います。 

観光事業は、印旛沼を活性化し広く知ってもらうために有効でしょう。東京に近いことを

活かして水辺の心地よさを強調すれば、印旛沼は第一級の観光資源です。そのためには、観

光の拠点づくり、交通アクセスの改善、現代的なＰＲ手法などが求められます。人の集まっ

た観光スポットで環境保全に熟知したボランティアガイドが活躍し、水環境保全にも役立つ

観光の成果をテレビ新聞などの報道機関の力を借りて広報するという構図が描けます。 

［水源にふさわしい地表面を保全する］  住民活動の内容をみると、湧水地点・湿地

の保全、生き物等の保全活動はあっても、印旛沼の水源地・湧水涵養域にふさわしい雨水

浸透性の良い地表面を保全する活動が見当たりません。具体的には、住環境の中に樹林地

に似た膨軟な地表面を保つ活動です。 

印旛沼流域はすべて人の生活圏であり、都市化の波が押し寄せています。そこに住む人々

にとって住み心地よく、かつ水源地機能を維持するために、残された樹林地、例えば鎮守

の森などの下草を保全して雨水浸透に適した状態にする活動、宅地内の花壇や庭木といっ

た軟らかい地表面の確保、駐車場を雨水浸透性のある地表面にする工夫、等などがあるで

しょう。 

［昔からの住民と新しい住民の壁を乗り越える］  この課題は、根の深いものがあり、

人の意識・行動の根源から考えなければなりません。稲作漁労文明と畑作牧畜文明 10）と

いった人間の文明論にまで発展する可能性があるので、詳細な検討は別の機会に譲ること

にして、ここでは次の三つの課題を指摘するに留めます。 

第 1 の課題は、古村のような昔から住んでいる人（旧住民としましょう）と、住宅団地

のような新しく移り住んできた人（新住民としましょう）との間に、生活様式や習慣・ご

先祖様や土地への思いなどに隔たりがあります。これはやむを得ない面があるので、互い

に心の内が分かるように時間をかけて話し合い、理解を深めていくことでしょう。 

第 2 の課題は、旧住民と新住民の間に、傾向として経験・情緒を重視するか、理論・理

性を重視するか、というところに温度差のあることです。このことは、態度重視・議論重
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視の違いにもつながります。 

旧住民の感覚は、湿地の文化（第 10 章 3 ）に由来するものであり、江戸下町にも共通

点のある庶民感覚です。日本人は本来この感覚を持っています。新住民の感覚は、これに

勉学による欧米的感覚・出身地の地域的感性や、他の地域住民と交流する間に身に着けた

対処方法などの加わったものと思われます。両者は根底に同じ日本的感覚を持っているの

で、時間をかけて胸襟を開いて話し合えば必ず共通点・解決策を見出せるはずです。 

第 3 の課題は、旧住民と新住民の間に、水環境を保全しようとする谷津・生き物等の現

場と人とのかかわり方が、生活の糧 生産の場（生業の場）ととらえるか、心地よさ・安心

感・生物保護・持続性といった豊かな生活の場（生活・自然の場）ととらえるか、という

立場の違いのあることです。 

これらの相違は、ある程度仕方のないことですが、両者の性格を理解している人や関係

機関の協力・コーディネートのもとに、互いに心の内を偽ることなく述べ合って時間をか

けて互いに歩み寄ることが必要でしょう。 

［後継者問題］  水環境関連のボランティア活動を行う人々は次第に高齢化している

ので、若い人たちに参加を呼びかけていますが、思うように集まりません。中には、体力

の衰えと共に活動を縮小せざるをえない団体があります。 

世の中は、60 歳前半のいわゆる団塊の世代の定年を迎える時期にきています。その人た

ちに地元への愛着を感じるようになってもらいたいものです。 

住民の水環境保全活動が現代社会にとって重要であることは理屈で分かっていても、行

動に移すには今一つ飛び越えなければならないのもがあります。それは、差し迫った必要

性とか、地域・自然の対する愛着心や関心の高さといった、背中を押す何かでしょう。「や

りたい」という自身からの気持ちです。これは外部から強要できないので難しい課題です。 

それを解決する一つとして、環境保全活動の中に、楽しみ・充実感を実感する何かを織

り込むことです。きれいに甦った水辺を楽しむこともその一つです。先に述べた「生活圏

内で水源を確保する社会実験」（第 11 章 4 ）という目標と誇り、「干拓精神」（第 5 章 3 ）

や「古村の湿地の文化」（第 10 章 2 ）のような伝統のあることは、これを解決する突破

口になると思います。 

また、自然・環境に対する関心は、幼少年期の野外での遊び体験に影響されやすいので、

小中学校時代の生きもの体験を充実させて、次世代に期待するという意見もあります。 

以上のような観点に立って、後継者を得ようとする試みは、すでに始まっています。後

継者問題は、それらの成功事例からノーハウを学び、専門家の意見を交えて時間をかけて

対処することでしょう。 
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